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   企画財政課長  佐敷  政紀 

 
出席した事務局職員の氏名 

   事 務 局 長 山中  重樹 事 務 局 次 長 井狩  重則 

   書 記  赤坂  悦男 書 記  辻   昭典 

 

議事日程 

      第１ 諸般の報告について 

      第２ 会議録署名議員の指名について 

      第３ 会期の決定について 

      第４ 平成１８年度野洲市一般会計繰越明許費繰越計算書他３件の報告につ

いて 

      第５ 委任専決第５号 損害賠償の額を定めることについて 

      第６ 議第５２号から議第６７号まで一括上程 

         （専決処分につき承認を求めることについて（野洲市税条例の一部を

改正する条例）他１５件） 

市長提出議案 

      委任専決第５号 損害賠償の額を定めることについて 

      議第５２号 専決処分につき承認を求めることについて 

            （野洲市税条例の一部を改正する条例） 

      議第５３号 専決処分につき承認を求めることについて 

            （野洲市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

      議第５４号 専決処分につき承認を求めることについて 

            （平成１８年度野洲市一般会計補正予算（第６号）） 

      議第５５号 専決処分につき承認を求めることについて 

            （平成１８年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            ４号）） 

      議第５６号 専決処分につき承認を求めることについて 

            （平成１８年度野洲市老人保健事業特別会計補正予算（第３号）） 

      議第５７号 専決処分につき承認を求めることについて 

            （平成１８年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第５号）） 
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      議第５８号 専決処分につき承認を求めることについて 

            （指定管理者の名称等の変更について） 

      議第５９号 専決処分につき承認を求めることについて 

            （訴えの提起について） 

      議第６０号 野洲市税条例の一部を改正する条例 

      議第６１号 野洲市学校給食センター条例の一部を改正する条例 

      議第６２号 野洲市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

      議第６３号 野洲市老人福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

      議第６４号 野洲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

      議第６５号 財産の取得について 

            （学校給食用食器及び配膳用物品の購入について） 

      議第６６号 市町境界の決定に関する意見について 

      議第６７号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（田中栄太郎君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２４名であります。 

 定足数に達しておりますので、平成１９年第２回野洲市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 これより日程に入ります。 

 （日程第１） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 出席議員２４名、全員であります。 

 次に、本日の議事日程は既に配付いたしました議事日程のとおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名は、お手元の文書のとおり

でありますのでご了承願います。 

 次に、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、平成１９年度野洲市文化スポ

ーツ振興事業団事業計画書及び会計予算書、平成１８年度滋賀県市町土地開発公社事業報

告書及び財務諸表、平成１９年度滋賀県市町土地開発公社事業計画書、収支予算書、資金
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計画書が市長より提出され、配付しておきましたのでご了承願います。 

 （日程第２） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、第１５番、小島進君、第１６番、

野並享子君を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２２日までの１９日間にいたしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（田中栄太郎君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から６月２２日ま

での１９日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、配付済みの会期日程のとおりでありますので

ご了承願います。 

 （日程第４） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第４、平成１８年度野洲市一般会計繰越明許費繰越計算書

他３件の報告について、市長より報告を求めます。 

 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） おはようございます。本日、ここに平成１９年第２回野洲市

議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆さんには全員出席を賜り、厚く御礼を申

し上げます。 

 さて、平成１８年度会計の出納整理期間が、去る５月３１日をもって終了をいたしまし

た。予算の執行にあたりましては、各事業が順調に推移をいたしましたことをご報告申し

上げます。 

 では、お手元に配付しております平成１８年度各会計決算の状況をご覧下さい。 

 まず、一般会計の決算の状況について報告申し上げます。 

 歳入決算額は２０３億４，１２５万８，４５３円で、歳出決算額は１９８億３，８２０

万３，９４２円となりました。その結果、収支決算剰余金は５億３０５万４，５１１円で、

この額から平成１８年度明許繰越一般財源の５，２５１万４，０００円を引きますと、平
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成１９年度への繰越金は４億５，０５４万５１１円となりました。また、特別会計や企業

会計につきましても、一般会計と同様に無事決算を行うことができました。なお、詳細に

ついては、決算認定を提案いたします９月議会の定例会で細部についてご説明を申し上げ

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 それでは、平成１８年度野洲市一般会計繰越明許費繰越計算書について報告を申し上げ

ます。議案書の１ページをご覧下さい。 

 繰越明許費として議決をいただきました民生費の民間保育所施設整備補助事業他３件の

事業につきまして繰越計算書を調製し、報告をいたすものでございます。 

 続きまして、平成１８年度野洲市介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書について

報告を申し上げます。議案書の２ページをご覧下さい。 

 総務費の介護保険システム改修事業につきましては、繰越計算書を調製いたしましたの

で報告を申し上げます。 

 続きまして、１８年度野洲市下水道事業特別会計につきましてでございますが、公共下

水道事業の辻町４号枝線管渠測量事業他１件につきましては、繰越計算書を調製いたしま

したので報告をするものでございます。 

 次に、平成１８年度野洲市水道事業会計繰越明許費繰越計算書について報告を申し上げ

ます。議案書の４ページでございます。 

 先にご説明を申し上げました関連事業の繰り越しに伴い、配水管整備事業について翌年

度に繰り越しましたので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により報告するものでご

ざいます。よろしくご理解を賜りたいと思います。 

 （日程第５） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第５、委任専決第５号損額賠償の額を定めることについて、

市長より報告を求めます。 

 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 委任専決第５号損害賠償の額を定めることについてご説明申

し上げます。 

 平成１９年４月１２日、野洲市役所分庁舎敷地内において発生した走行中の自動車と公

用自動車の追突事故につきまして、市の賠償額を４万４，１５３円と定めるものでありま

す。 

 地方自治法第９６条第１項第１３号の規定に基づき損害賠償の額を定めることについて、
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同法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分したものを、同条第２項の規定により報告

するものでございます。 

 以上でございます。 

 （日程第６） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第６、議第５２号から議第６７号まで、専決処分につき承

認を求めることについて（野洲市税条例の一部を改正する条例）他１５件を一括議題とい

たします。 

 事務局に議件を朗読させます。 

○事務局長（山中重樹君） おはようございます。それでは議件を朗読させていただきま

す。 

 議第５２号専決処分につき承認を求めることについて「野洲市税条例の一部を改正する

条例」、議第５３号専決処分につき承認を求めることについて「野洲市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例」、議第５４号専決処分につき承認を求めることについて「平成１８

年度野洲市一般会計補正予算（第６号）」、議第５５号専決処分につき承認を求めることに

ついて「平成１８年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）」、議第５６号

専決処分につき承認を求めることについて「平成１８年度野洲市老人保健事業特別会計補

正予算（第３号）」、議第５７号専決処分につき承認を求めることについて「平成１８年度

野洲市下水道事業特別会計補正予算（第５号）」、議第５８号専決処分につき承認を求める

ことについて「指定管理者の名称等の変更について」、議第５９号専決処分につき承認を求

めることについて「訴えの提起について」、議第６０号野洲市税条例の一部を改正する条例、

議第６１号野洲市学校給食センター条例の一部を改正する条例、議第６２号野洲市福祉医

療費助成条例の一部を改正する条例、議第６３号野洲市老人福祉医療費助成条例の一部を

改正する条例、議第６４号野洲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、議

第６５号財産の取得について「学校給食用食器及び配膳用物品の購入について」、議第６６

号市町境界の決定に関する意見について、議第６７号人権擁護委員の推薦につき議会の意

見を求めることについて。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 議件の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求め

ます。 

 市長。 
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○市長（山﨑甚右衞門君） それでは、提案理由の説明を申し上げます。 

 議第５２号専決処分につき承認を求めることについてご説明を申し上げます。 

 本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成１９年４月１日から施行されたこと

に伴い、野洲市税条例の一部を改正する必要が生じたことから、同条例を地方自治法第１

７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条３項の規定によりこれを報

告し、承認を求めるものでございます。 

 主な内容は、たばこ税においては、現在の特例税率が廃止され、税率が本則税率とされ、

固定資産税においてはバリアフリー改修を行った住宅にかかる固定資産税の減額措置が創

設され、さらに、駅構内の空きスペースの店舗展開のように高度利用された土地に対する

課税の明確化が図られたものであります。住民税においては、株式の譲渡関係において、

特例税率などが１年間延長されることになったものであります。本条例につきましては、

１９年４月１日から施行するものでございます。 

 議第５３号専決処分につき承認を求めることについて、本議案は、地方税法施行令の一

部を改正する政令が平成１９年４月１日から施行されたことに伴い、野洲市国民健康保険

税条例の一部を改正する必要が生じたことから、同条例を地方自治法第１７９条第１項の

規定により専決処分をしたものでございます。同条３項の規定によりこれを報告するもの

でございます。 

 主な内容は、医療給付費課税額に係る賦課限度額を５３万円から５６万円に引き上げる

ものであります。この条例につきましても４月１日から施行するものであります。 

 議第５４号から議第５７号までの平成１８年度一般会計補正予算、並びに特別会計補正

予算の専決処分について承認を求めることについて説明を申し上げます。 

 別冊の平成１８年度野洲市補正予算書をご覧下さい。 

 まず、１ページをお願いいたします。議第５４号の平成１８年度野洲市一般会計補正予

算（第６号）についてご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、各譲与税、交付金等の額が確定したことにより歳入を精査

し、これに伴う増加分で財政調整基金からの繰入金を減額したこと、及び起債発行額を同

意額にあわせて精査したことが主なもので、既定の歳入予算総額から歳入歳出それぞれ１，

１３７万３，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１９４億７，７２２万１，０００

円とするものであります。 

 次に、第２条地方債の追加変更について８ページをご覧下さい。 
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 第２表でございますが、地方債の限度額につきましては、各種事業の確定等により合計

で１，０００万円を減額するものであります。 

 それでは、歳出の主な内容についてご説明を申し上げます。２２ページをご覧下さい。 

 まず、総務費では事業内容の精査により財源更正をするものであります。民生費では老

人保健事業費で特別会計決算見込みにより、老人保健事業特別会計繰出金２６万３，００

０円、扶助費で生活保護費の決算見込みにより８１万２，０００円をそれぞれ追加するも

のであります。 

 ２４ページをご覧下さい。次に、衛生費、農林水産業費及び土木費につきましては、事

業内容の精査による財源更正と、次の２６ページの下水道事業費で下水道事業特別会計繰

出金１，２４４万８，０００円を減額するものであります。 

 次に、教育費では地方債の確定により、社会体育施設諸費及び給食センター施設整備費

で財源更正をするものであります。 

 以上が一般会計に係る歳出の主な内容であります。 

 これに伴う歳入につきましては、１２ページをご覧下さい。 

 地方譲与税では、自動車重量譲与税等の確定により、地方譲与税合計で３６万３，００

０円を追加するものであります。 

 次に、交付金では特別交付税等の確定により、合計で１億１，６９９万７，０００円を

追加するものであります。また、繰入金では基金取り崩し額をそれぞれ減額するものであ

ります。 

 次に、歳入、諸収入では、守山野洲行政事務組合へ職員を出向派遣しなかったことによ

り８３６万５，０００円を減額するものであります。 

 次に、市債では、同意額の確定により１，０００万円の減額を行うものであります。 

 続きまして、議第５５号専決処分につき承認を求めることについて「平成１８年度野洲

市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）」についてご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、実質額が確定し、療養給付費等の一部に不足が生じたこと

から、歳出の不足を調整するため組み替え補正をするものであります。 

 歳出の主な内容について説明を申し上げますと３８ページでございます。保険給付費に

つきましては、医療費の実績が確定したことから、不足が生じる退職被保険者等療養給付

事業費で２，７２６万２，０００円、葬祭費で７５万をそれぞれ追加し、また一般医療被

保険者療養給付費で１，４７７万４，０００円、出産育児一時金で７５万円、また４０ペ
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ージですが、共同事業拠出金の高額医療費拠出金で１，２４８万８，０００円をそれぞれ

減額するものであります。 

 続きまして、議第５６号平成１８年度野洲市老人保健事業特別会計補正予算（第３号）

について説明を申し上げます。４３ページをご覧下さい。 

 今回の補正につきましては、医療費等収入の実績が確定したことから、既定の歳入歳出

予算の総額からそれぞれ１，５１２万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を３３

億５９万６，０００円とするものであります。 

 歳出の内容につきまして説明を申し上げますと、医療諸費につきましては、医療費の実

績が確定したことから、医療給付事業費で１，１３８万６，０００円を減額するものであ

ります。また、医療費支出事業費では３５８万４，０００円、審査支払い手数料で１５万

４，０００円をそれぞれ減額するものであります。 

 歳入につきましては５０ページでございますが、支払い基金交付金で２，２３３万５，

０００円の追加、国庫支出金で３，８１４万２，０００円の減額、一般会計繰入金で２６

万３，０００円、諸収入で４２万円を追加し、それぞれ対応するものであります。 

 続きまして、議第５７号平成１８年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第５号）に

ついて説明を申し上げます。 

 ５９ページでございますが、今回の補正につきましては、浄化センター維持管理負担金

等の確定や、起債発行額を同意額にあわせ精査したことにより、一般会計からの繰入金を

減額したことにより、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１，５３４万８，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を２０億７，８８４万６，０００円とするものであります。 

 それでは、歳出の主な内容について説明を申し上げます。 

 公共下水道事業費では、浄化センター維持管理負担金や行政区域外流出負担金の確定、

また琵琶湖湖南流域下水道事業建設事業費の負担金の確定により、合計で１，５３４万８，

０００円を減額するものであります。公債費では財源更正をするものであります。 

 歳入につきまして６８ページでございますが、繰入金で１，２４４万８，０００円、市

債で２９０万円をそれぞれ減額し、対応するものであります。 

 よって、議第５４号から議第５７号について、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り専決処分をしたもので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであ

ります。 

 次に、議第５８号専決処分につき承認を求めることについて説明を申し上げます。 
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 平成１８年１２月議会において議決をいただきましたなかよし交流館の指定管理者の野

洲ハンディキャップスポーツクラブワイワイ２１が、特定非営利活動法人格を取得されま

したこと、これはＮＰＯのことですね。指定管理者の名称等の変更について、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定に基づき議決を求めることにつき、地方自治法第１７９条第

１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求めるものでございます。 

 議第５９号専決処分につき承認を求めることについて説明を申し上げます。 

 本年２月１９日、大津簡易裁判所に民事訴訟法第３８３条の規定に基づき、入居者及び

連帯保証人２名に対し、支払い督促の申し立てをしたところ、入居者である債務者井上佳

奈から支払い督促に対する異議申し立てがされ、債務者井上佳奈への請求について遡及し、

訴訟へ移行することとなり、地方自治法第１７９条第１項の規定により訴えの提起につい

ての専決処分をしたことから、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもの

であります。なお、先の第１回定例議会において、連帯保証人からの異議申し立てに伴う

訴えの提起について議決を得たところでありますが、本件については債務者井上佳奈へ支

払い督促状を再送達したことにより、第１回定例会後に異議の申し立てが行われたため、

専決処分として本定例会において報告し、承認を求めるものでございます。 

 議第６０号野洲市税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 

 本条例は、地方税法、信託法及び証券取引法の改正に伴い、所要の改正を行うものであ

ります。主な内容は、法人課税信託を委託した個人を会社とみなし、法人住民税における

法人税割の納税義務者に新たに追加するというものであります。なお、本条例につきまし

ては、それぞれの法律の施行日の関係から、附則各号に定める日から施行するものであり

ます。 

 議第６１号野洲市学校給食センター条例の一部を改正する条例について説明を申し上げ

ます。 

 中学校の完全給食を実施する新しい給食センターが八夫２４７９番地に竣工したことか

ら、稼動中の中主学校給食センター、野洲学校給食センターの２カ所を廃止し、野洲市学

校給食センターの設置を行うため、条例を改正しようとするものであります。なお、給食

の開始は２学期からでありますが、職員は８月１日から勤務し、新しい機器の習熟訓練や

諸準備を行うため、本条例につきましては平成１９年８月１日から施行しようとするもの

であります。 
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 議第６２号野洲市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げ

ます。 

 今回の条例改正につきましては、健康保険法等の一部の改正に伴い、名称等の変更によ

る所要の条文の整理を行う必要が生じたため、本条例の一部の改正を行うものでございま

す。第２条の対象者に係る除外規定を削除して第９条で規定することとして、第３条の標

準負担額の名称を食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額に改めるものであります。

なお、この条例の施行につきましては、公布の日から施行しようとするものであります。 

 議第６３号野洲市老人福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について説明を申し上

げます。 

 今回の条例改正につきましては、健康保険法等の一部改正に伴い、標準負担額の名称を

食事療養標準負担額に改めるため、本条例の一部改正を行うものでございます。この条例

につきましても、公布の日から施行しようとするものであります。 

 議第６４号野洲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について説明を申

し上げます。 

 今回の改正につきましては、国において非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め

る政令の一部を改正する政令が本年３月３０日に公布、４月１日に施行されたことに伴い、

本条例の一部を改正するものであります。改正の趣旨につきましては、最近の社会情勢に

かんがみ、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基準額の加算額について、配偶

者以外の３人目以降の扶養親族に係る加算額を、２人目までの扶養親族に係る加算額と同

額に引き上げるものであります。なお、本条例につきましては、公布の日から施行し、１

９年４月１日から適用するものであります。 

 議第６５号財産の取得について説明を申し上げます。 

 学校給食用食器及び配膳用物品の購入につきましては、アルミ製からプラスチック樹脂、

そして磁器、陶磁器へという給食用食器をめぐる全国的な大きな流れと、家庭で使用して

いるものと同じ素材の食器を子どもたちに使ってもらいたいとの考えから、陶磁器製の食

器かご及びトレーを購入しようとするものであります。去る５月１８日に執行し、入札の

結果、契約金額を３，４８６万１，１４２円、契約の相手を日本調理器株式会社滋賀営業

所と定め、物品購入契約を締結するため地方自治法第９６条第１項第８号及び野洲市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の

議決を求めるものであります。 
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 議第６６号市町の境界の決定に関する意見書について説明を申し上げます。 

 滋賀県と琵琶湖に面する１０市４町が琵琶湖、市町境界設定について検討を重ね、去る

５月１６日付で琵琶湖における市町境界設定に関し合意を見ましたことから、地方自治法

第９条の２第１項の規定に基づき、滋賀県知事より琵琶湖における野洲市と守山市、大津

市及び近江八幡市との境界決定案について意見を求められましたので、これに対し異議は

ない旨の意見を付して回答いたしたく、地方自治法第９条の２第３項の規定に基づき、議

会の議決を求めるものであります。 

 第６７号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて説明を申し上げま

す。 

 現在人権擁護委員であります戸田即善氏が、本年９月３０日をもって任期が満了いたし

ます。戸田即善氏は、平成１６年から人権擁護委員として１期３年間の活躍をいただいて

おり、人権問題にも識見が深く、今後においても人権擁護の活発な活動が期待できること

から、引き続き人権擁護委員として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明６月５日から６月１１日までの７日間は、議案調査のため休会といたしたいと思いま

す。これにご異議ございますか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（田中栄太郎君） ご異議なしと認めます。よって、明６月５日から６月１１日ま

での７日間は休会とすることに決定いたしました。 

 なお、念のため申し上げます。来る６月１２日は午前９時から本会議を再開します。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さんでございました。（午前９時３０分 散会） 
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 野洲市議会会議規則第１２０条の規定により下記に署名する。 

 

                      平成１９年６月４日 

 

 

 野 洲 市 議 会 議 長     田 中 栄太郎 

 

 署 名 議 員     小 島   進 

 

 署 名 議 員     野 並 享 子 


